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・
質
問　

次
の
点
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

①
市
政
運
営
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

作
成
し
て
い
る
か
。

②
進
行
中
の
事
業
の
凍
結
、
中
止
、

延
期
は
あ
る
か
。

③
市
有
地
の
貸
し
付
け
に
つ
い
て

査
定
基
準
が
あ
る
か
。

④
財
政
再
建
団
体
へ
の
危
険
性
と

財
源
不
足
解
消
策
に
つ
い
て

・
答
弁
（
総
務
部
長
）

①
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
、
財
政
健
全
化
の
た
め

の
基
本
方
針
の
策
定
を
進
め
て
い

る
。

　

現
在
、
事
務
事
業
評
価
や
補
助

金
の
見
直
し
作
業
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
に
反
映
さ
せ
て

い
き
た
い
。

②
現
在
の
と
こ
ろ
、
単
独
行
政
を

進
め
て
い
く
う
え
で
、
事
業
の
凍

結
、
中
止
、
延
期
は
回
避
で
き
る

も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
財
政
状

況
は
依
然
厳
し
く
、
数
年
間
は
事

業
展
開
を
慎
重
に
進
め
ざ
る
を
得

な
い
状
況
で
あ
る
。

　

今
後
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
事

業
の
凍
結
、
中
止
、
延
期
、
加
え

て
縮
小
、
さ
ら
に
は
施
設
の
閉
鎖

な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

③
現
在
、
市
が
管
理
し
て
い
る
土

・
質
問　

羽
生
市
は
税
金
が
高
い

と
い
う
市
民
の
声
を
耳
に
す
る
が

市
民
税
、
健
康
保
険
税
、
介
護
保

険
料
等
に
つ
い
て
実
状
は
ど
の
よ

う
か
。
ま
た
、
今
後
の
職
員
採
用

計
画
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

・
答
弁
（
総
務
部
長
）　

　

市
民
税
、
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
と
も
に
地
方
税
法
に
基
づ

き
課
税
し
て
お
り
、
他
の
自
治
体

と
比
較
し
て
羽
生
市
が
高
い
と
い

う
こ
と
は
な
い
。　

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
地
方
税

法
で
税
率
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

た
め
、
市
の
財
政
状
況
に
応
じ
て

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
本
市
に
お
け
る
国
民
健
康
保

険
税
の
税
率
は
、
県
平
均
よ
り
も

羽
生
市
税
の
他
市
と
の
比
較

と
職
員
採
用
計
画
に
つ
い
て

河
田　

晃
明
議
員

高
く
な
っ
て
い
る
が
、
一
人
当
た

り
の
医
療
費
が
県
下
で
も
上
位
で

あ
る
た
め
、
税
率
の
設
定
も
高
い

水
準
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
基
準
保
険
料
率
は
月
額
二
千

九
百
五
十
円
と
県
平
均
二
千
七
百

四
十
一
円
と
比
較
し
て
高
く
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
市
の
要
介

護
者
数
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
が

他
市
町
村
と
比
較
し
て
、
総
体
的

に
高
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
原
因

と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
職
員
採
用
計
画
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
職
員
増
を
極
力
抑

え
、
併
せ
て
五
十
歳
以
上
の
職
員

の
希
望
退
職
制
度
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

近
年
の
採
用
状
況
は
、
平
成
十

四
年
度
な
し
、
平
成
十
五
年
度
な

し
、
平
成
十
六
年
度
に
専
門
職
と

一
般
職
の
欠
員
補
充
八
名
の
採
用

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

退
職
者
数
は
、
今
後
十
年
間
で
定

年
者
が
百
六
十
一
名
と
な
っ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
財

政
健
全
化
の
た
め
の
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
適
正
な
定
員
削
減
計
画

策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
　

そ
の
他
の
質
問

・
市
内
河
川
・
沼
等
の
鯉
ヘ
ル
ペ

ス
被
害
状
況
に
つ
い
て

・
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
道

の
駅
の
建
設
計
画
概
要
に
つ
い
て

・
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
施
行
の

仕
組
み
と
市
民
負
担
に
つ
い
て

地
の
う
ち
、
有
償
に
よ
る
貸
付
地

は
、
十
八
件
で
面
積
は
一
万
九
千

九
百
五
十
九
㎡
、
貸
付
金
額
は
年

額
約
九
百
万
円
で
あ
る
。

　

貸
付
金
額
の
設
定
は
、
固
定
資

産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
三
倍
相

当
額
を
基
準
に
し
て
い
る
。

④
現
在
の
と
こ
ろ
、
財
政
再
建
団

体
へ
転
落
す
る
心
配
は
な
い
も
の

と
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
長
期
的
に
は
義
務
的

経
費
な
ど
固
定
経
費
の
構
成
比
の

大
き
な
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
は
、

油
断
の
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

現
在
行
っ
て
い
る
事
務
事
業
評

価
及
び
実
施
計
画
調
査
等
を
も
と

に
、
本
市
の
財
政
再
建
の
指
針
と

な
る
べ
き
中
期
財
政
計
画
を
ま
と

め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

＊
財
政
再
建
団
体

　

赤
字
が
膨
ら
ん
で
自
主
再
建

が
困
難
に
な
っ
た
自
治
体
の
こ

と
を
い
い
、
市
に
お
い
て
は
、

標
準
財
政
規
模
の
二
十
％
の
赤

字
が
目
安
に
な
り
ま
す
。
財
政

再
建
団
体
に
な
る
と
、
地
方
債

の
発
行
や
単
独
事
業
が
制
限
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
公
共
施
設

が
統
廃
合
さ
れ
た
り
閉
鎖
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

＊

羽
生
市
の
単
独
市
政
に

つ
い
て

松
本　

敏
夫
議
員


